
船舶事故調査報告書 

令和５年１０月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 令和４年１２月２９日 ０５時０７分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第２区本牧ふ頭東方沖 

 横浜本牧防波堤灯台から真方位１２９°１,２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２６.１′ 東経１３９°４２.０′） 

事故の概要  遊漁船MALICIA
マ リ シ ア

は、南進中、灯浮標に衝突した。 

事故調査の経過 令和５年１月４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 MALICIA、１.５トン 

２３５－４８２１７神奈川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 ３人（船長及び釣り客２人） 

 損傷 本船 右舷船首部に破口 

灯浮標 浮体胴板及び櫓
やぐら

主柱に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約１.５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０６時５０分ごろ 

 事故の経過   本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客２人を乗せ、遊漁の目的

で、手動操舵により約１８ノットの対地速力で南東進していた。 

 船長は、船首方に新本牧ふ頭建設工事の警戒船を視認したので、同

工事区域を通過したと思って右舵を取って南進したところ、同工事区

域を示す灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）を右舷船首至近に認

め、直ちに左舵を取ったものの、本船の右舷船首部が本件灯浮標に衝

突した。 

 船長は、右額切創及び全身打撲を、釣り客２人は、腰椎捻挫及び右

足捻挫等をそれぞれ負った。 

 本船は、船長が船舶所有者に連絡し、警戒船の乗組員が本事故の発

生を１１８番通報したのち、自力で定係地に戻った。 

 船長は、警戒船に意識を向けていて、右舷船首方の本件灯浮標に気

付かなかったと本事故後に思った。 

 警戒船の乗組員は、本船が本件灯浮標付近に向かっていることに気

付いたが、注意すると苦情を言われると思い、注意しなかった。 

分析 

 

 本船は、南進中、船長が、警戒船を視認したので、工事区域を通過

したと思って右舵を取って南進したことから、本件灯浮標に向かって

いることに気付かず、本件灯浮標を右舷船首至近に認め、直ちに左舵

を取ったものの、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 



原因  本事故は、夜間、南進中、船長が警戒船を視認したので、工事区域

を通過したと思って右舵を取って南進したため、本件灯浮標に向かっ

ていることに気付かず、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、一方向のみに視線を向けることなく、常時、周

囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・警戒船の乗組員は、灯浮標などに衝突するおそれのある船舶を認

めた場合、躊躇
ちゅうちょ

なく注意喚起すること。 

 


